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News Release 
 
 

アート・ビジネスに関する 

アドバイザリーサービスの提供を本格開始 

文化芸術等のアートを取り入れた新規事業創出支援、美術品取引に関わる事業体へのマネ

ーロンダリング対策支援を通し、持続的で透明性の高いアート関連市場の形成・発展に寄与 
 

有限責任監査法人トーマツ（東京都千代田区、包括代表 國井泰成）は、アート・ビジネスに関するアドバ

イザリーサービス「Art & Finance」の提供を、2019 年 12 月より本格開始します。アート産業が拡大するな

かで、金融機関、企業、美術館の新規事業創出支援、美術品取引に関わるマネーロンダリング対策支援と

いったサービスを提供します。 

 

アート関連市場のグローバル化と、近年のアートの価値の継続的な上昇から、美術館でのアート鑑賞と

いった従来の文化教育的な観点に留まらず、金融資産としてのアートへの注目が高まりを見せています。ア

ートは希少価値が高く、資産性の高いアセットとして超富裕層の資産運用先の 1 つとしての活用も進んでお

り、デロイト ルクセンブルク実施の「アート＆ファイナンス・レポート 2019」によると、世界の超富裕層におけ

るアート投資は、 2016 年の 1 兆 6220 億ドルから 2018 年には 1 兆 7420 億ドルに拡大、2023 年には 2

兆 1250 億ドルに拡大すると推計されています。こうした国際的な取引拡大に伴い、アートを取り巻くビジネ

スには、美術品分散投資や美術品担保ローン、アートファンドなど金融サービスの活発化や、デジタルアー

カイブやオンラインオークションといったデジタル技術を活用したアートテックと呼ばれる企業の参入、文化

芸術を活用した地域創生や美術館戦略の高度化などが進展しており、アート産業全般に渡って拡大が見込

まれています。 

 

このようにアート・ビジネスへの期待が高まる一方で、アート関連市場は規制が未発達であり、アートを取

り入れた新規事業の創出には、国内外の市場動向のみならず、規制やリスクに関する知見を基にビジネス

機会の拡大と適切なリスクマネジメントの双方を行う必要があります。元来、アート市場は、多くの取引が現

金で行われ、その追跡や証明が困難であることや、取引主体者の匿名性が保持されることから、市場の透

明性が低く、マネーロンダリングの温床となる恐れが指摘されてきました。近年、市場の透明性向上に向け

た取組みが推進されつつあり、EU、アメリカにおいては、反マネーロンダリング（AML）規制の法整備が準

備段階にあり、アート・ビジネスに関わる事業者は、事業を展開する国の法制度を遵守する必要があります。 

 

主なサービス提供領域 

デロイト ルクセンブルクで 2008 年に発足したアート・ビジネスに関する多様なサービスを展開する組織、

Art & Finance をモデルに、その知見を活用し、Finance、Culture、Legal の 3 つの観点から様々な事業体

が直面するアート・ビジネスの課題について、デロイト トーマツ グループ内の専門家と連携しながら、日本

国内でのサービスを展開していきます。まずは、金融機関、公共・民間美術館のアートを活用した新規ビジ

ネス開発への助言、またそれに伴うリスク分析・対策支援を不正リスクや AML 規制に対する対応への助

言・指導なども含み統合的に提供します。 
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図 サービスの提供領域 

 

 
 

デロイト トーマツ グループは、日本最大規模のプロフェッショナルサービスファームとして有する圧倒的な

専門性・総合力と、データ・アナリティクスやデジタル・テクノロジーに関する最先端の実践的知見を融合す

ることで、経済社会や産業の将来像を指し示し、その実現に必要とされる経営変革と社会イノベーションを

加速させる「経済社会の変革のカタリスト」となることを目指しています。アート・ビジネスにおいては、日本

の美術品取引の発展期において、海外の先進事例を活用したシームレスなサービスをあらゆるプレイヤー

に提供することで、持続的で透明性の高いアート関連市場の形成・発展に貢献してゆくことを目指します。 

 
 

＜報道関係者からの問い合わせ先＞ 

デロイト トーマツ グループ 広報担当 内山、張 

（デロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社） 

Tel: 03-6213-3210 
Email: audit-pr@tohmatsu.co.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finance Culture Legal

 アート資産の金融価値を活用した
ビジネスに関する領域

 アート資産の文化性・嗜好性を活用
したビジネスに関連する領域

 アート資産の金融価値に伴う規制・
リスク対応に関する領域

展開領域例

 アートファンド
 美術品分散投資、美術品

担保ローン等、アート関連
金融サービス検討

 ウェルスマネジメント
 オンラインアート販売戦略

構築

展開領域例

 美術館戦略構築
 観客エンゲージメント
 アート活用による新規事

業検討

 アートテック活用による
新規事業検討

 文化による地域再生
 ラグジュアリー戦略

展開領域例

 アート領域におけるアンチマ
ネーロンダリング戦略支援

 美術品取引プラットフォーム
のトレーサビリティ

 来歴管理
 相続税対策

デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならび

にそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デ

ロイト トーマツ税理士法人、DT 弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは、日

本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティ

ング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 40 都市に 1 万名以上の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業を

クライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人

のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織

体です。DTTL はクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

 

デロイト アジア パシフィック リミテッドは DTTL のメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれ

らの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける 100 を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジ

ャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。 

 

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連する第一級のサービ

スを全世界で行っています。150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ Fortune Global 500® の 8 割の企業に対してサービス提供をしていま

す。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 286,000 名の専門家については、（www.deloitte.com）をご覧ください。 
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